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古賀市まちづくり基本条例の検証結果について（答申） 

 

 

 令和６年５月１６日付６古ま推発第９４号にて本委員会に諮問を受けました標記の

件につきまして、審議を行った結果を別添「提言書」として答申いたします。 
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古賀市まちづくり基本条例の 

検証に関する提言書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年  月  日 

古賀市まちづくり基本条例検証委員会 
 

 

 

 



１．古賀市まちづくり基本条例の検証にあたって 

 

 古賀市では、心豊かな子どもたちが育つ、安全で安心して暮らせるまちをつくり、未

来に残していくために、市民等・議会・行政をまちづくりの担い手とした自治を実現す

るため、古賀市自治の最高規範として平成２９年６月３０日に「古賀市まちづくり基本

条例」を施行されています。 

 古賀市まちづくり基本条例第１７条では本条例の推進・検証を行うため古賀市まちづ

くり基本条例検証委員会を置くこととし、第１８条では本条例の施行から４年を超えな

い期間ごとに検証を加えることとされております。 

 多くの自治体が人口減少、少子・高齢化、超高齢社会の到来などの急速な人口構成の

変化に直面しており、古賀市においても、今後さらに厳しくなる社会情勢の中で自治体

運営を行う必要があります。 

 古賀市まちづくり基本条例検証委員会は、条例策定時の考え方や現状の課題を踏まえ、

本条例の各規定について検討を行うとともに、市民の実情を調査し、市の施策や制度が

条例の趣旨に従って整備、運用されているかについて検証を行いましたので、次のとお

り提言いたします。 

 

 

２．検証結果について 

 

 古賀市では、令和４年３月に策定された第５次古賀市総合計画をはじめとする各種計

画に基づき、さまざまな事業や取り組みが展開されております。 

 特に第５次古賀市総合計画は「ひと育つ こが育つ」をキャッチコピーとし、「まち

づくりは、行政だけでなく、ここに暮らす、働く、生きる皆さまとともに進めていくも

の」と明記し、基本目標ごとの政策・施策が「すべての人が」ではじまるタイトルにな

っているなど、市民参画の推進やコミュニティ活動の推進等についての取り組み方針が

示されています。 

 本委員会において上記の方針のほか、「まちづくり基本条例検証に係る市民アンケー

ト結果」、「まちづくり基本条例検証に係る市民ワークショップ報告書」、「まちづくり基

本条例の基本的事項に係る４年前との比較」等の資料をもとに検討した結果、現時点に

おいては「条文の改正は不要」との結論に至りました。 

 なお、本条例をより実効性のあるものとするため、運用面について必要な施策等を推

進し、市民等・議会・行政がそれぞれの役割を担ったまちづくりの実現に向けた市政運

営を引き続き積極的に取り組まれることを期待します。 

 



３．施策の運用について 

 

（１）古賀市まちづくり基本条例の普及啓発 

第１条において規定されている条例の目的である「市民等、議会及び行政がそれぞ

れの役割を果たし、連携し、市民が住み続けたいといえるまちの実現」を継続してい

くため、条例の趣旨を広く市民等・議会・行政に知らせることが必要です。今回の検

証において、条例の存在や趣旨をよく理解しているとはいいがたい状況であることが

判明しました。対策として次の二点を提案します。①現在のリーフレットをリニュー

アルし、さまざまな機会を通じて配布するなど条例の存在はもとより、理解が深まる

よう普及啓発に努める。②その他、市民等・議会・行政それぞれの特性に応じた手法

を用いて、効果的な普及啓発に継続的に取り組む。  

 

（２）情報共有 

  情報発信については、まちづくりに関する情報を分かりやすく、市民等に提供する

工夫が必要であり、広報紙、ホームページ、ＳＮＳ等、ターゲットに応じて手法を選

択し、効果的な情報発信に努めて下さい。 

 

（３）参画と共働 

  市民等・議会・行政がそれぞれの役割を担って積極的に参加し、共働によるまちづ

くりが重要であるという条例の趣旨を市民等へ周知し、それぞれの権利としてまちづ

くりに参画できることを知ってもらうことや、まちづくりに携わることができる参画

機会を保証するなど、環境の整備に引き続き努めて下さい。 

 

（４）条例の推進・検証 

ニーズを的確に把握し、社会経済情勢等との乖離が生じないようにするためには、

市民等の声を聞く機会の充実が必要である。今回実施した市民アンケートや市民ワー

クショップ等の手法を検証年度ごとに実施し、条例の検証材料に活用して下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．検証委員会の開催状況 

 

年 月 日 内  容 

令和６年 ５月１６日（木） 第１回古賀市まちづくり基本条例検証委員会 

・まちづくり基本条例の検証作業 

・市民アンケートの作成 

令和６年 ７月２５日（木） 第２回古賀市まちづくり基本条例検証委員会 

・まちづくり基本条例の検証作業 

・令和５年度の市民参画状況の確認 

令和６年１０月１６日（水） 第３回古賀市まちづくり基本条例検証委員会 

・市民アンケート結果の検証作業 

・市民ワークショップ結果の検証作業 

・令和２年度からの市民参画状況の検証作業 

・まちづくり基本条例検証方針の決定 

令和６年１１月 ５日（火） 第４回古賀市まちづくり基本条例検証委員会 

・見直しに関する提言書（案）の作成協議 

令和 年  月  日（ ） 第５回古賀市まちづくり基本条例検証委員会 

・検証に係る答申書及び提言書の提出 

 

 

５．検証委員名簿 

 

 

 

氏  名 備  考 

水田 洋司 委員長 

田北 雅裕 副委員長 

柴田 邦江  

照屋 博行  

内藤 純  

永嶋 恵美  


